
埼玉県慢性疾病児童等地域支援協議会設置要綱 

 

（趣旨）  

第１条 慢性的な疾病を抱える子供の特性を踏まえた健全育成・社会参加の促進、家族に対する地域支援の充 

 実が求められている。地域の社会資源を活用しながら利用者の環境等に応じた支援を行う必要があり、そ 

 の支援内容等を関係者が協議する場として、埼玉県慢性疾病児童等地域支援協議会（以下「協議会」とい 

 う。）を設置する。  

（組織）  

第２条 協議会は、委員２０人以内をもって組織する。  

（委員）  

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから、保健医療部長が選任した者とする。  

(1)保健・医療に従事する者  

(2)市町村保健・福祉部局に従事する者  

(3)教育・就労支援関係機関に従事する者  

(4)患者・家族会等を代表する者  

(5)その他、協議会の趣旨等にふさわしい者  

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３ 委員は、再任されることができる。  

(会長及び副会長）  

第４条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

(会議）  

第５条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。  

２ 会長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。  

（会議の公開）  

第６条 協議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数で議決したときは、公開し 

 ないことができる。  

（議事録）  

第７条 議長は、議事録を作成しなければならない。  

（庶務）  

第８条 協議会の庶務は、保健医療部健康長寿課において処理する。  

（委任）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。  

附 則  

１ この要綱は、平成２７年５月１日から施行する。  

２ この要綱の施行後最初に選任される委員の任期は、第３条第２項の規定にかかわらず、平成２７年５月１ 
 日から平成２９年３月３１日までとする。 


